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は
じ
め
に

　

日
本
に
お
い
て
近
代
学
校
制
度
で
あ
る
「
学
制
」
が
発
布
さ
れ
た
の
は
、
明

治
五
年（
一
八
七
二
）八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
前
年
の
廃
藩
置
県

の
直
後
に
置
か
れ
た
文
部
省
に
よ
っ
て
、
全
国
に
実
施
す
る
学
校
制
度
を
確
立

す
る
た
め
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
欧
米
先
進
国
の
教
育
制
度

を
参
考
に
し
つ
つ
、
日
本
の
近
代
教
育
の
基
礎
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
も
日
本
に
は
教
育
の
場
と
し
て
、
近
世
後
期
に
発
展

し
た
寺
子
屋
・
私
塾
、
そ
し
て
、
各
藩
に
置
か
れ
た
藩
校
な
ど
の
教
育
機
関
が

設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
が
独
自
に
発
展
し
、
当
時
の
教
育
基
盤
を
作
り
上

げ
、
各
藩
に
必
要
な
人
材
育
成
を
行
っ
て
き
た
１
。

　

当
該
期
は
、
慶
応
四
年（
一
八
六
八
）の
戊
辰
戦
争
を
経
て
、
地
方
制
度
も

大
き
く
一
新
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
当
該
期
の
地
方
制
度
２

の
変
革
に
伴
い
、

府
藩
県
の
職
制
ほ
か
、
藩
政
改
革
な
ど
が
実
施
さ
れ
組
織
や
体
制
が
変
化
し
て

い
っ
た
。
そ
の
改
革
の
な
か
で
、
教
育
政
策
に
着
手
し
て
い
る
府
藩
県
も
存
在

し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
廃
藩
置
県
の
後
、
こ
の
学
制
が
発
布
さ
れ
る
ま
で
の

間
、
各
藩
の
教
育
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が

疑
問
と
し
て
あ
が
る
。
上
記
の
点
に
お
い
て
、
戊
辰
戦
争
の
戦
禍
と
な
り
、
早

く
か
ら
県
や
藩
が
混
在
し
て
い
た
東
北
の
藩
を
中
心
と
す
る
教
育
政
策
に
つ
い

て
、
明
治
五
年
前
後
の
各
状
況
を
確
認
し
、
学
制
が
発
布
さ
れ
る
前
後
の
様
相

を
考
察
し
て
い
く
。

　

そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
各
組
織
に
お
け
る
教
育
政
策
の
継
続
お
よ
び
、
終
了

を
確
認
す
る
基
礎
的
な
分
析
と
な
る
た
め
、
各
藩
校
に
お
け
る
教
育
内
容
や
、

明
治
維
新
期
に
お
け
る
藩
校
運
営
の
移
行
過
程
に
関
す
る
一
考
察

　
　

─
東
北
地
方
の
藩
校
を
中
心
に
─

佐　

藤　

愛　

未

※
地
域
創
成
学
科
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藩
校
教
育
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
成
果
な
ど
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
や
別

稿
へ
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　
明
治
初
年
に
お
け
る
教
育
政
策

　
　
（
1
）　

新
政
府
に
よ
る
明
治
初
年
の
教
育
政
策
と
東
北

　

慶
応
四
年（
一
八
六
八
）九
月
八
日
に
年
号
が
明
治
と
改
め
ら
れ
、
新
政
府

の
基
で
本
格
的
に
諸
政
が
一
新
さ
れ
た
。
後
述
す
る
府
藩
県
三
治
制
、
版
籍
奉

還
、
廃
藩
置
県
な
ど
の
地
方
制
度
の
一
新
に
よ
り
、
教
育
制
度
や
方
針
も
一
変

す
る
こ
と
と
な
る
。

　

維
新
当
初
の
教
育
政
策
を
確
認
し
て
い
く
と
、
慶
応
四
年
三
月
十
二
日
に

「
学
舎
制
」
を
政
府
内
部
に
示
し
学
習
院
の
再
興
３
、
同
年
六
月
に
は
「
大
学

校
」
の
設
立
を
達
し
、
昌
平
坂
学
問
所
と
開
成
所
、
医
学
所
を
改
変
す
る
こ
と

と
し
た
４
。
そ
し
て
、
明
治
元
年
九
月
十
六
日
皇
学
所
・
漢
学
所
の
創
建
５

を

中
心
に
高
等
教
育
機
関
の
整
備
が
先
ん
じ
て
行
わ
れ
た
。

　

一
方
、
小
学
校
及
び
中
学
校
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
少
し
遅
れ
る
こ
と
同

二
年
二
月
五
日
に
発
布
さ
れ
た
「
府
県
施
政
順
序
」
の
一
条
「
小
学
校
ヲ
設
ク

ル
」
事
６

に
て
、
小
学
校
教
育
の
内
容
と
必
要
性
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三

月
二
十
三
日
に
出
さ
れ
た
布
告
７

に
て
全
国
へ
小
学
校
の
設
置
を
達
し
た
。

　

布
告

庠
序
之
教
不
備
候
テ
ハ
政
教
難
被
行
候
ニ
付
、
今
般
諸
道
府
県
ニ
於
テ
小

学
校
被
設
人
民
教
育
之
道
洽
ク
御
施
行
被
為
在
度
思
召
ニ
候
間
、
東
北
府

県
速
ニ
学
校
ヲ
設
ケ
御
趣
意
貫
徹
候
様
、
尽
力
可
致
旨
被
仰
出
候
事

但
学
校
取
調
ト
シ
テ
、
東
京
学
校
ヨ
リ
人
撰
ヲ
以
差
向
候
間
、
商
議
可

致
事
城
又　

両
学
校

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
官

　
　

昌
平
校
伺
二
年
二
月
日
闕

東
北
諸
国
皇
化
ニ
非
不
服
然
レ
ト
モ
昨
年
ノ
如
ク
奥
羽
士
民
方
向
ニ
迷

候
モ
畢
竟
文
教
未
開
故
ニ
候
是
ニ
ヨ
リ
所
在
府
県
新
ニ
学
校
ヲ
設
政
教

不
岐
維
新
之
化
ヲ
以
風
習
ヲ
丕
変
致
候
様
被
遊
度
叡
慮
ニ
候
間
別
紙
書

付
相
達
候
ニ
付
早
々
学
校
可
被
取
建
候
且
学
校
取
調
御
用
被
命
候
者
大

学
校
ヨ
リ
被
差
向
候
ニ
付
可
有
商
議
候
也
二
年
二
月

両
学
校　

（
以
下
略
）

　

こ
れ
よ
り
、
戊
辰
戦
争
後
の
東
北
に
お
い
て
は
、
奥
羽
の
士
族
や
庶
民
た
ち

が
路
頭
に
迷
い
、
教
育
の
道
も
未
だ
開
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
府
県
に
は
新

た
に
学
校
を
設
け
、
政
治
と
教
育
を
分
け
ず
風
習
を
一
新
し
て
い
く
と
い
う
考

え
が
新
政
府
に
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
同
二
年
六
月
十
四
日
に
昌
平
学
校
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
達
し
が

出
さ
れ
る
。

　

昌
平
学
校
へ
達

府
県
学
校
取
調
之
儀
学
校
へ
被
仰
付
候
処
此
度
民
部
官
御
設
ニ
相
成
府
県

事
務
総
テ
右
官
ニ
於
テ
御
規
則
相
立
候
間
府
県
学
校
取
調
之
儀
御
取
止
ニ

相
成
候
事
誌
又
両
学

校
民
部

　

民
部
官
伺
二
年
六
月
日
闕

今
般
政
教
一
致
ノ
御
趣
意
ヲ
以
十
三
州
府
県
ニ
小
学
校
取
建
候
様
御
布

告
相
成
右
取
調
ト
シ
テ
昌
平
校
ヨ
リ
出
役
ノ
者
夫
々
被
差
立
候
旨
御
決

議
相
成
候
処
東
北
諸
県
ノ
儀
ハ
兵
乱
ノ
余
未
綏
撫
之
道
モ
行
届
兼
且
施
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政
ノ
順
序
ハ
其
地
之
事
情
ニ
ヨ
リ
前
後
見
込
ノ
次
第
モ
有
之
候
儀
ニ
付

前
顕
郷
学
取
建
方
之
儀
ハ
一
切
知
県
事
へ
御
委
任
相
成
緩
急
其
其
時
冝

ニ
随
ヒ
為
取
計
候
方
可
然
奉
存
候
ニ
付
右
昌
平
校
ヨ
リ
取
調
役
人
被
差

立
候
儀
ハ
先
々
御
差
止
相
成
候
様
仕
度
此
段
奉
伺
上
候
二
年
六

月
民
部

　

こ
の
達
し
は
、
前
掲
し
た
同
年
三
月
に
だ
さ
れ
た
小
学
校
設
置
に
つ
い
て
、

各
府
県
に
関
わ
る
業
務
は
民
部
官
に
移
管
さ
れ
る
た
め
、
昌
平
学
校
が
行
っ
て

い
る
府
県
学
校
取
調
も
取
り
や
め
る
よ
う
に
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
民

部
官
か
ら
の
伺
で
、
東
北
諸
県
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
東
北
諸
県
は

戊
辰
戦
争
に
よ
っ
て
未
だ
に
「
綏
撫
」
も
行
き
届
か
ず
、
施
政
の
順
序
は
諸
県

の
事
情
に
よ
っ
て
前
後
し
小
学
校
設
置
、
郷
学
の
設
置
は
す
べ
て
知
県
事
に
委

任
す
る
、
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

明
治
初
年
に
お
け
る
東
北
地
方
の
郷
学
設
置
に
つ
い
て
、
当
該
期
に
郷
学
を

設
置
し
た
中
村
藩（
相
馬
藩
）を
紹
介
す
る
。
明
治
三
年
に
七
ケ
所
の
郷
学
８

を

設
置
し
て
士
庶
に
関
係
な
く
一
般
入
学
を
許
可
し
、
庶
民
教
育
を
行
っ
た
。
そ

の
他
に
も
郷
学
の
設
置
を
し
て
い
る
藩
、
そ
し
て
藩
校
で
も
庶
民
教
育
に
も
着

手
し
て
い
る
教
育
が
看
取
さ
れ
る
。
な
お
、
そ
の
ほ
か
東
北
地
方
の
郷
学
設
置

お
よ
び
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
稿
へ
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
新
政
府
の
な
か
で
は
、
当
初
東
北
地
方
の
小
学
校
設
置

を
含
む
、
教
育
政
策
が
急
務
の
課
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
二
年
段
階

で
は
ま
だ
ま
だ
戊
辰
戦
争
か
ら
の
復
旧
は
間
に
合
っ
て
お
ら
ず
、
教
育
に
対
し

て
も
、
知
県
事
や
知
藩
事
へ
一
任
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ

る
。

　
　
（
2
）　

東
北
に
お
か
れ
た
藩
校

　

前
項
を
ふ
ま
え
る
と
、
新
政
府
で
は
東
北
地
方
の
教
育
政
策
を
推
進
し
た
い

と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
早
急
に
対
応
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
り
、
知
県
事
へ
一
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治
二
年
六
月
の

段
階
で
の
伺
い
で
あ
る
が
、
同
月
に
は
全
国
諸
藩
が
版
籍
奉
還
を
願
い
出
て
許

可
さ
れ
て
い
る（
東
北
地
方
の
版
籍
奉
還
の
状
況
は
後
述
）こ
と
か
ら
、
東
北

諸
藩
に
お
い
て
も
、
教
育
方
針
は
知
藩
事
に
一
任
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
諸
藩
で
の
教
育
政
策
の
状
況
を
お
さ
え
て
い
き
た
い
。

　

諸
藩
教
育
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
藩
校
で
あ
る
た
め
、
そ
の
前
提

と
し
て
藩
校
の
成
立
に
つ
い
て
触
れ
て
い
く
。

　

藩
校
９

と
は
、
藩
学
・
藩
学
校
・
藩
黌
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
江
戸
時
代
よ
り

明
治
四
年（
一
八
七
一
）の
廃
藩
置
県
に
至
る
ま
で
、
諸
藩
が
主
と
し
て
藩
士

の
子
弟
を
対
象
に
建
営
し
た
教
育
機
関
を
指
す
。
藩
校
の
創
立
時
期
と
時
代
背

景
と
し
て
は
、
大
き
く
四
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

①
近
世
中
期
頃
、
武
断
政
治
か
ら
文
治
政
治
へ
政
治
が
移
行
し
て
い
く
こ
と

で
、
文
化
・
教
育
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
幕
府
で
は
儒
学
を
奨
励

す
る
動
き
が
生
ま
れ
て
い
く
。
各
藩
主
も
そ
れ
に
倣
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時

期
に
儒
学
を
学
ぶ
た
め
に
置
か
れ
た
施
設
が
藩
校
の
前
身
に
あ
た
り
、
そ
れ
が

藩
政
改
革
な
ど
を
経
て
徐
々
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

　

次
の
②
近
世
後
期
で
は
、
飢
饉
な
ど
に
よ
る
不
安
定
な
社
会
情
勢
が
関
係
し

て
お
り
、
全
国
諸
藩
で
財
政
難
の
打
開
な
ど
を
め
ざ
し
て
藩
政
改
革
を
実
施
し

て
い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
藩
士
の
人
材
育
成
の
た
め
に
家
臣
・
藩
士
の
子

弟
の
教
育
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
、
藩
校
を
設
立
し
た
り
、
も
と
も
と
あ
っ
た
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教
育
施
設
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
れ
を
受
け
て
、
③
幕
末
期
に
は
、
学
問
・
兵
法
な
ど
の
西
洋
化
が
進
め
ら

れ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
内
憂
外
患
の
時
勢
に
伴
い
、
藩
の
財
政
難
の
打
開
は
勿

論
の
こ
と
開
港
に
よ
り
諸
外
国（
特
に
欧
米
列
強
）の
学
問
・
兵
法
な
ど
を
盛

ん
に
学
ぶ
動
き
が
あ
り
、
主
に
武
芸
修
練
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
あ
っ
た

と
い
え
る
。
当
該
期
は
、
私
塾
も
発
展
し
、
諸
国
の
藩
校
へ
も
遊
学
し
て
技
術

や
知
識
を
学
ば
せ
る
藩
も
多
く
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
④
明
治
初
期
、
戊
辰
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
、
本
格
的
な
教
育
の

近
代
化
が
奨
励
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
外
国
語
・
西
洋
の
学
問
を
主
体
と
す
る

教
育
へ
と
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。

　

こ
れ
ら
の
時
期
の

藩
校
が
設
立
し
た
年

代
を
一
覧
に
し
た
も

の
が
、【
表
1
】
で

あ
る
。

　

で
は
、
近
世
期
に

お
け
る
東
北
諸
藩
の

藩
校
設
置
状
況
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
当

該
期
、
陸
奥
国
・
出

羽
国
に
は
約
五
十
五

も
の
藩
が
あ
っ
た
。

そ
の
藩
の
な
か
で
、
廃
藩
置
県
が
あ
っ
た
明
治
四
年（
一
八
七
一
）ま
で
に
藩

校
を
設
け
た
の
は
、
三
十
四
藩
で
あ
り
、
全
体
の
半
数
以
上
の
藩
が
設
置
し
て

い
る
【
表
2
】。

　

た
だ
、
特
徴
と
し
て
明
治
期
に
も
藩
校
が
開
校
さ
れ
た
藩
、
も
し
く
は
既
存

の
藩
校
の
教
育
改
革
を
推
進
し
た
藩
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

東
北
だ
け
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
戊
辰
戦
争
後
、
藩
政
改
革
を
実
施
し

た
藩
の
な
か
で
教
育
政
策
に
着
手
し
た
よ
う
で
あ
る
。
組
織
や
教
育
方
針
を
改

革
し
、
時
代
に
即
し
て
洋
学
な
ど
を
取
り
入
れ
、
教
育
方
針
を
打
ち
出
し
藩
士

た
ち
を
中
心
と
し
た
教
育
を
行
っ
た
藩
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。
こ
ち
ら
に
つ

い
て
、
次
項
で
は
分
析
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　
　
（
3
）　

明
治
初
年
の
藩
政
改
革
と
教
育

　

ま
ず
、
戊
辰
戦
争
後
の
藩
及
び
地
方
政
策
に
つ
い
て
は
、
廃
藩
置
県
ま
で
の

藩
の
動
向
が
大
き
く
関
わ
る
た
め
そ
の
整
理
し
て
か
ら
本
論
に
は
い
り
た
い
。

　

明
治
初
年
、
新
政
府
に
よ
っ
て
地
方
制
度
が
打
ち
出
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
幕

藩
制
と
は
異
な
る
制
度
が
採
用
さ
れ
る
。
慶
応
四
年（
一
八
六
八
）四
月
に
出

さ
れ
た
政
体
書
の
な
か
に
府
藩
県
三
治
制
が
明
記
さ
れ
、
旧
幕
領
は
新
政
府
の

直
轄
地
と
し
て
府
県
が
置
か
れ
、
藩
に
つ
い
て
は
従
来
の
所
領
統
治
を
そ
の
ま

ま
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
東
北
は
ま
さ
に
藩
、
県
、
そ
し
て
「
民
政

局
」
な
ど
が
混
在
す
る
地
域
と
な
っ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
明
治
二
年（
一
八
六
九
）に
は
、
版
籍
奉
還
を
願
い
出
る
藩
が
全

国
で
相
次
ぐ
。
こ
の
時
、
東
北
で
は
お
お
よ
そ
の
藩
が
六
月
中
に
版
籍
を
奉
還

し
て
お
り
、
藩
主
が
藩
知
事
へ
と
変
わ
り
、
諸
侯
は
華
族
と
し
た
。
そ
れ
に
よ

【表1】藩校開設時期
東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 合計

寛文−貞享
（1661−1687） 2 1 2 4

元禄−正徳
（1688−1715） 2 3 1 6

享保−寛延
（1716−1750） 2 3 2 3 4 2 2 18

宝暦−天明
（1751−1788） 7 2 10 5 9 2 15 50

寛政−文政
（1789−1829） 11 15 15 20 7 7 11 87

天保−慶応
（1830−1867） 5 14 16 13 2 50

明治元−4年
（1868−1871） 6 11 7 13 1 1 36

不明 4 4
合計 34 49 52 57 22 12 33 255

藩校の存在
不明の藩 1 4 5 2 5 3 21

『国史大辞典』（藩校の項目）
（出典：『国史大辞典』吉川弘文館、『日本教育史資料集』１　文部省、大石
学編『近世藩制・藩校大辞典』吉川弘文館、『福島県教育史』第１巻より作成）
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【表2】東北に置かれた藩校一覧
藩名 藩校名 創立年 西暦 藩主 廃校年 特徴

平藩
施政堂

宝暦6 1756 安藤信成
文政年間 1818−1830 安藤信義 安政年間に文武学校と改称

佑賢堂 明治2年11月 1869 安藤信勇 明治4年廃校 中学校を設置

湯長谷藩 致道館
天保14年 1843 内藤政民
明治2年7月 1869 内藤政憲 明治4年廃校

泉藩 汲深館
嘉永5年9月 1852 本多忠徳
明治3年 1870 本多忠紀 明治4年廃校

白河藩
立教館 寛政3年 1791 松平定信 文政6年松平家移封により、桑名藩へ
修道館 文政8年5月 1825 阿部正篤 慶応3年に棚倉へ

棚倉藩 修道館 明治2年9月 1869 阿部正功 明治4年廃校
守山藩 養老館 宝暦11年 1761 松平頼寛 明治5年廃校 明治3年常陸国松川藩へ
三春藩 講所（明徳館） 天明年間 1781−1789 秋田倩季 明治5年廃校 明治5年養才義塾を設置し、小学校へ

中村藩（相馬藩） 育英館 文政5年 1822 相馬益胤

会津藩
講所 延宝2年6月 1674 松平正経

東講所 天明8年 1788 松平容頌
日新館 寛政11年 1799 松平容頌 慶応4年戊辰戦争時焼失

二本松藩
（名称不明） 元禄年間 1688−1704 丹羽長次

敬学館 文化14年 1817 丹羽長富 維新後運営されず

福島藩 講学所 文政年間 1818−1830 板倉勝俊 明治元年に三河国重原へ復封にともない藩
学も移転、明治2年に開明官舎が置かれる。

下手渡藩 修道館 安政4年9月 1857 立花種恭 明治元年に三池復封後、三池藩学へ
石岡藩（長沼領） 興風館 明治2年8月 1869 松平頼策 明治3年廃校 旧常陸府中藩

仙台藩

学問所 元文元年11月 1736 伊達吉村

養賢堂
明和8年3月 1771 伊達重村
文化7年 1810 伊達周宗
慶応年間 1865−1868 伊達慶邦

一関藩 教成館
天明3年12月 1783 田村村資
文政元年 1818 田村敬顕
文久2年 1862 田村通顕 廃藩後閉鎖 明治2年藩政改革にて

盛岡藩

御稽古所 元文5年 1740 南部利視
明義堂 天保11年8月 1840 南部利済

作人館 慶応2年 1866 南部利剛 廃藩後盛岡県に移管「盛岡県学校」➡明治5
年学制発布後廃校 明治2年藩政改革にて

八戸藩
学校 文政12年10月 1829 南部信真
学校 慶応元年 1865 南部信順

黒石藩
経学稽古所 天保3年10月 1832 津軽順徳 明治2年名称変更（経学教授所➡文武学校）

経学教授所➡文武学校 明治2年 1869 津軽承叙

弘前藩 稽古館
寛政8年6月 1796 津軽寧親
文化7年 1810 津軽寧親
安政6年 1859 津軽承昭

七戸藩 学校 明治2年 1869 南部信方 廃藩後閉鎖

新庄藩
講堂 安永4年 1775 戸沢正親

明倫堂 安政5年 1858 戸沢正実

鶴岡藩
学問所 文化2年2月 1805 酒井忠徳
致道館 文化13年9月 1816 酒井忠器 明治6年6月廃校

松嶺藩 一貫堂➡里仁館 明治2年 1869 酒井忠匡 小学校設置後廃校

山形藩
敬誼館

享和2年正月 1802 水野忠鼎
文化14年 1817 水野忠邦

立誠堂 弘化2年 1845 水野忠精 明治5年廃校 明治3年廃藩後➡山形県直轄「官立学校立
誠堂」「山形学校立誠堂」へ

上山藩
天輔館 文化6年 1809 松平信行
明新館 天保11年 1828 松平信宝

米沢藩 興譲館
安永5年2月 1776 上杉治憲
寛政9年 1797 上杉治広
明治3年11月 1870 上杉茂憲

米沢新田藩 （不明） 上杉氏
長瀞藩 稽徴館 明治元年9月 1868 米津正敏 同年11月藩主転封により上総へ移転

天童藩
学問所 文政11年5月 1828 織田信美
養正館 文久3年7月 1863 織田信学 戊辰戦争で焼失➡明治2年学舎新設

秋田藩

（名称不明） 寛政元年9月 1789 佐竹義和

明道館
寛政5年7月 1793 佐竹義和
文化8年11月 1811 佐竹義和
文政9年正月 1826 佐竹義厚 明治期廃藩にともない廃校

秋田新田（岩崎）藩 勅典館 明治2年 1869 佐竹義理 廃藩後廃校

亀田藩 長善館
天明6年正月 1786 岩城隆恕

明治2年 1869 岩城隆彰 廃藩置県後、廃校するも、その後は有志の
勉学の場となる

本荘藩
修身館 天明年間 1781−1789 六郷正秦
総教館 明治2年 1869 六郷政鑑 兵火により焼失後再建

矢島藩 日新堂 安政年間 1854−1860 生駒親敬 明治4年廃藩 戊辰戦争で焼失後、移転

松前藩
徽典館 文政5年 1822 松前章広
文武局 明治元年 1868 松前修広 明治4年

（出典：『国史大辞典』吉川弘文館、『日本教育史資料集』1　文部省、大石学編『近世藩制・藩校大辞典』吉川弘文館、『福島県教育史』第1巻より作成）
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り
、
藩
内
の
職
制
や
組
織
も
一
新
さ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
藩
制

改
革
を
画
策
し
、
藩
制
の
建
て
直
し
を
模
索
す
る
な
か
で
、
教
育

改
革
を
推
進
す
る
藩
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
明
治

四
年
の
廃
藩
置
県
に
至
る
ま
で
の
間
、
存
続
し
た
藩
校
に
つ
い
て

各
藩
の
教
育
改
革
を
比
較
し
な
が
ら
確
認
を
す
る
。

　

当
該
期
の
藩
校
運
営
の
状
態
に
つ
い
て
、
多
く
の
藩
は
幕
末
に

お
け
る
内
憂
外
患
に
備
え
た
軍
制
改
革
、
ま
た
戊
辰
戦
争
時
は
新

政
府
軍
と
の
戦
局
に
向
け
、
藩
校
で
の
教
育
を
軍
事
練
兵
に
特
化

し
て
い
た
藩

10

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
東
北
戦
争
へ
突

入
す
る
と
藩
校
の
機
能
は
一
時
停
止
も
し
く
は
閉
鎖
さ
れ
、
再
開

さ
れ
た
の
は
戊
辰
戦
争
が
終
結
し
た
後
の
明
治
二
年
頃
が
多
か
っ

た
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
戊
辰
戦
争
の
際
に
多
く
の
藩
が
奥
羽
越
列
藩
同
盟
に
加

盟
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
処
分
が
下
さ
れ
、
な
お
か
つ
明
治
二
年

正
月
二
十
日
、
薩
摩
、
長
州
、
土
佐
、
肥
後
の
四
藩
主
に
よ
る
版

籍
奉
還
の
建
白
提
出
に
よ
り
、
そ
れ
に
続
く
諸
藩
も
同
様
に
版
籍

奉
還
の
建
白
を
願
い
出
て
い
た
。
そ
の
後
、
同
年
六
月
十
七
日
新

政
府
は
、
建
白
を
出
し
た
諸
藩
の
版
籍
奉
還
を
許
可
し
、
各
藩
知

事
を
任
命
し
て
い
る
。
東
北
諸
藩
の
版
籍
奉
還
の
状
況
を
確
認
す
る
と（【
表

3
】）、
大
半
が
六
月
に
版
籍
奉
還
を
許
可
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
許
可

と
と
も
に
、
新
政
府
は
藩
知
事
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
藩
政
改
革
の
項
目
を
達

し
、
そ
れ
を
促
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
藩
政
改
革
に
合
わ
せ
て
、
教
育

改
革
に
も
着
手
す
る
藩
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
明
治
二
年
二
月
五
日
「
府
県
施
設
順
序
」

11

に
お
い

て
、
府
県
は
小
学
校
を
置
く
べ
き
事
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
日
本
教
育
史
資
料
』
を
基
に
、
明
治
二
年
～
三
年
の
間
に
藩
政
改
革
を

行
っ
た
藩
を
確
認
し
、
な
か
で
も
戊
辰
戦
争
以
前
に
運
営
し
て
い
た
藩
校
を
基

礎
と
し
て
教
育
改
革
を
行
っ
た
動
向
が
追
え
る
藩
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、

【表3】東北諸藩の明治初年における状況一覧

藩名 改称後
移転先

移転・
改称 新規 版籍奉還 廃藩置県

前に廃藩
平藩 M2.8/19 藩制改革あり

湯長谷藩 M2.6/23 M2教育改革あり
泉藩 M2.6/22 M2教育改革あり

棚倉藩 M2.6/19
守山藩 松川藩 ● M2.6/22 M3.12/24藩庁移転、改称
三春藩 M2.6/19
中村藩 M2.6/22 藩制改革あり
会津藩 斗南藩 ● M3.5/15 移転、斗南藩にて藩制改革あり。

二本松藩 M2.6/19
福島藩 重原藩 ● 移転

下手渡藩 三池藩 ● 明治元年移転、下手渡領は継続支配。
常陸府中藩（長沼領） 石岡藩 M2.6/22

仙台藩 M2.6/17
一関藩 M2.6/20 藩制改革
盛岡藩 白石藩➡盛岡藩 ● M2.6/17 ● M3.7/10廃藩➡盛岡県へ
八戸藩 M2.6/22
黒石藩 M2.8/13
弘前藩 M2.6/24 藩制改革

盛岡新田藩 七戸藩 ● M2.6/24
新庄藩 M2.6/19

鶴岡藩（庄内藩） 大泉藩 ● M2.7/22
出羽松山藩 松嶺藩 ● M2.6/22 改称

山形藩 朝日山藩 ● M2.6/29 ● M3.9/28山形県へ
上山藩 M2.6/20
米沢藩 M2.6/17 藩制改革

米沢新田藩 ● M2.6/17 ● M2.6月に米沢藩と併合
長瀞藩 大網藩➡龍ヶ崎藩 ● M2.6/23 移転、長瀞領はM3.5/9に上知
天童藩 M2.6/22

久保田藩 秋田藩 ● M2.6/17
秋田新田藩 岩崎藩 ● M3.2/24 改称

亀田藩 M2.6/22
本荘藩 M2.6/22
矢島藩 ● M2.6/22
松前藩 館藩 ● M2.6/24 版籍奉還後改称

（出典：松尾正人『廃藩置県』中公新書、『国史大辞典』吉川弘文館、『日本教育史資料集』1　文部省、大石学編『近
世藩制・藩校大辞典』吉川弘文館、『福島県教育史』第1巻より作成）　
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な
か
で
も
磐
城
平
藩
に
注
目
し
て
確
認
し
て
い
く
。

　

磐
城
平
藩
の
教
育
政
策

12

だ
が
、
磐
城
平
藩
は
宝
暦
六
年
の
安
藤
信
成
が
入

封
し
た
際
に
、
藩
校
で
あ
る
施
政
堂
を
設
け
て
い
た
。
そ
の
施
政
堂
で
は
、
漢

学
・
武
学
が
学
ば
れ
、
文
久
期
に
は
英
式
練
兵
法（
の
ち
に
仏
式
）が
学
ば
れ

て
い
た
。
た
だ
、
戊
辰
戦
争
後
の
明
治
二
年
に
名
称
を
改
め
「
佑
賢
堂
」
と
し

た
。
同
年
十
月
四
日
知
藩
事
は
卒
族
に
対
し
て
「
文
武
諸
稽
古
ノ
儀
追
テ
御
規

則
被
仰
出
候
迄
ハ
先
従
之
通
相
心
得
可
申
事
」
と
し
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、

藩
校
は
士
族
の
み
入
学
が
許
可
さ
れ
、
庶
民
は
こ
れ
ま
で
通
り
家
塾
等
で
学
ぶ

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
十
一
月
二
十
四
日
に
は
佑
賢
堂
内
に
中
学
校

が
設
置
さ
れ
、
士
族
卒
族
へ
向
け
て
布
令
で
は
、「
明
二
十
五
日
四
ッ
時
仮
学

問
所
開
設
ニ
付
士
族
卒
族
之
向
勝
手
次
第
出
席
可
被
致
候
事
」
と
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
士
族
、
庶
民
の
区
別
な
い
教
育
機
関
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
そ
の
翌
月
四
日
と
十
九
日
の
布
令
に
て
、
教
育
方
針
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
る
。同

年
十
二
月
四
日
令
シ
テ
日
ク　

文
武
ノ
儀
者
朝
廷
奉
仕
ノ
要
務
ニ
テ
今

般
更
ニ
御
引
立
ノ
事
ニ
有
之
文
学
ノ
儀
ハ
知
事
様
ニ
於
テ
モ
一
際
御
励

精
ノ
思
召
ニ
付
御
藩
士
卒
族
ニ
至
ル
迄
年
齢
ニ
不
拘
出
席
勉
強
可
有
之

候
就
テ
ハ
其
父
兄
ヨ
リ
モ
厚
申
諭
又
老
年
ノ
者
ハ
其
身
出
席
不
致
候
共

一
類
縁
者
ニ
至
ル
マ
テ
少
年
ノ
者
ヘ
モ
能
々
申
諭
勉
業
致
候
様
可
被
相

諭
候
事
但
卒
業
ノ
向
多
年
御
勝
手
御
不
如
意
ヨ
リ
御
手
モ
不
被
為
届
自

然
四
書
五
経
等
ノ
読
書
迄
ニ
テ
打
捨
候
儀
ニ
付
当
今
礑
ト
御
差
支
ノ
儀

モ
有
之
候
間
其
頭
支
配
ヨ
リ
厚
諭
未
タ
年
若
ノ
者
ハ
読
書
習
字
共
出
精

致
候
様
可
被
相
諭
候
事

明
治
二
年
十
二
月
十
九
日
知
事
ノ
令
ニ
日
ク　

学
校
へ
入
学
ノ
輩
ハ
礼
服

着
用
ニ
テ
罷
出
可
申
事
但
教
授
ハ
勿
論
局
長
以
下
官
員
へ
可
為
廻
勤
事

尤
幼
年
ノ
者
ハ
父
兄
或
ハ
親
族
之
内
可
為
同
道
事　

年
始
暑
寒
教
授
以

下
へ
廻
勤
可
致
事　

途
中
諸
師
役
々
へ
逢
候
節
ハ
勿
論
諸
士
ニ
逢
候
テ

モ
格
式
相
当
手
厚
礼
儀
可
致
事　

惣
テ
師
範
ハ
勿
論
社
中
不
恭
之
儀
無

之
様
可
致
候
事

　

藩
に
お
け
る
教
育
は
、「
文
武
ノ
儀
者
朝
廷
奉
仕
ノ
要
務
ニ
テ
今
般
更
ニ
御

引
立
ノ
事
ニ
有
之
」
と
し
て
お
り
、
朝
廷
奉
仕
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て

文
武
の
教
育
を
上
げ
、
士
族
や
庶
民
、
そ
し
て
年
齢
に
関
わ
ら
ず
に
教
育
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
な
方
針
を
掲
げ
、
着
手
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
磐
城

平
藩
の
教
育
政
策
は
版
籍
奉
還
が
許
可
さ
れ
た
後
、
新
政
府
の
政
策
に
則
り
進

め
ら
れ
た
と
考
察
出
来
る
。

　

そ
の
後
、
こ
の
佑
賢
堂
及
び
中
学
校
は
廃
藩
置
県
ま
で
続
き
、
廃
藩
と
時
を

同
じ
く
し
て
廃
校
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
磐
城
平
藩
の
近
隣
に
位
置
す
る
湯
長
谷
藩
は
平
藩
同
様
、
明
治
二
年

に
藩
校
で
あ
る
致
道
館
の
拡
張
を
行
い
、
泉
藩
で
は
、
明
治
三
年
に
藩
校
汲
深

館
の
学
則
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
三
藩
の
藩
校
は
、「
毎
月
一
回
左
伝
ノ
輪
読
」

と
し
て
、
交
流
を
図
っ
て
お
り
維
新
以
前
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
、
周
辺
藩

の
藩
校
同
士
の
交
流
が
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
同
時
期
に
は
、
上
総

国
の
大
多
喜
藩
・
鶴
舞
藩
・
久
留
里
藩
・
一
宮
藩
が
連
携
し
て
輪
読
会
を
行
っ

て
い
る
た
め
、
人
材
育
成
や
教
育
の
質
の
向
上
を
図
る
目
的
で
近
隣
諸
藩
と
交

流
を
持
つ
場
を
設
け
て
お
り
、
他
藩
や
地
方
に
も
同
様
の
事
象
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。
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二
　
廃
藩
置
県
と
藩
校

　
　
（
1
）　

廃
藩
置
県
以
前
に
廃
藩
と
な
っ
た
藩
校

　

前
章
で
は
版
籍
奉
還
に
伴
い
教
育
改
革
を
行
っ
た
磐
城
平
藩
を
取
り
上
げ
た

が
、
多
く
は
明
治
四
年（
一
八
七
二
）七
月
の
廃
藩
置
県
ま
で
運
営
さ
れ
、
廃

藩
に
伴
い
廃
校
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
明
治
四
年
以
前
に
廃
藩
し
た
藩
が
県

へ
と
変
化
し
て
い
く
な
か
で
、
藩
校
も
県
へ
移
管
さ
れ
た
例
も
見
ら
れ
た
。
盛

岡
藩
や
山
形
藩
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
し
て
い
る
。

　

ま
ず
盛
岡
藩

13

で
は
、
元
文
五
年（
一
七
四
〇
）
に
御
稽
古
所
が
置
か
れ
、

天
保
十
一
年（
一
八
四
〇
）南
部
利
済
の
時
代
に
明
義
堂
と
名
称
を
あ
ら
た
め
、

慶
応
二
年（
一
八
六
六
）に
作
人
館
と
な
り
藩
士
教
育
が
行
わ
れ
た
。
維
新
後

は
、
藩
主
で
あ
る
南
部
利
恭
も
藩
士
の
子
弟
た
ち
と
共
に
学
ん
で
い
る
が
、
明

治
三
年
七
月
十
日
に
廃
藩
と
な
り
、
盛
岡
県
が
発
足
す
る
。
こ
の
と
き
、
作
人

館
は
廃
校
と
は
な
ら
ず
県
に
移
管
さ
れ
「
盛
岡
県
学
校
」
と
し
て
、
明
治
五
年

の
学
制
発
布
ま
で
存
続
し
て
い
る
。

　

次
に
山
形
藩

14

で
は
、
享
和
二
年
正
月
の
藩
主
水
野
忠
鼎
の
時
代
に
敬
誼
館

が
設
置
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
弘
化
二
年（
一
八
四
五
）、
遠
江
浜
松
か
ら
山
形

へ
移
封
し
た
水
野
忠
精
が
立
誠
堂
を
創
設
し
、
文
武
教
育
の
場
と
な
っ
た
。
維

新
後
の
様
子
は
明
治
三
年
九
月
二
十
八
日
の
廃
藩
ま
で
の
動
向
は
不
明
で
あ
る

が
、
水
野
忠
精
が
近
江
国
朝
日
山
藩
へ
移
さ
れ
山
形
藩
は
県
と
な
っ
た
。
そ
の

際
、
藩
校
立
誠
堂
は
山
形
県
に
移
管
さ
れ
て
、
県
直
轄
「
官
立
学
校
立
誠
堂
」

「
山
形
学
校
立
誠
堂
」
と
な
り
、
官
立
の
学
校
と
さ
れ
職
制
も
整
備
さ
れ
た
。

教
頭
一
人
・
教
授
三
人
・
世
話
役
三
人
・
助
教
十
人
・
胆
煎
十
人
と
増
加
し
、

生
徒
数
も
四
百
人
余
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
官
立
と
し
て
経
営
内
容
も
整
備

さ
れ
た
が
、
明
治
五
年
に
廃
止
と
な
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
藩
が
県
に
な
っ
た
か
ら
と
は
言
え
、
新
た
な
教
育

機
関
を
設
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
既
存
の
機
関
を
そ
の
ま
ま
官
立
と
し
て
運
用

す
る
こ
と
で
、
新
政
府
が
推
進
す
る
教
育
制
度
の
近
代
化
へ
向
け
た
動
き
に

沿
っ
て
進
め
ら
れ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
同
年
に
出
さ
れ
た
「
学

制
」
公
布
と
と
も
に
出
さ
れ
た
「
旧
藩
県
立
学
校
廃
止
」
の
布
達
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
官
立
学
校
は
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
2
）　

廃
藩
置
県
に
伴
っ
て
廃
止
さ
れ
た
藩
校

　

続
い
て
、
明
治
四
年
七
月
十
四
日
に
廃
藩
置
県
を
迎
え
た
諸
藩
の
藩
校
運
営

の
そ
の
後
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。
多
く
の
藩
は
、
廃
藩
置
県
を
迎
え

て
藩
校
も
同
様
に
廃
校
・
廃
館
と
な
っ
て
い
る
。
鶴
岡
藩
の
藩
校
で
あ
っ
た
致

道
館
は
廃
校
に
な
っ
た
あ
と
、
明
治
七
年
旧
致
道
館
内
に
苗
秀
学
校
を
設
置
し

旧
藩
士
の
子
弟
た
ち
を
教
育
し
て
い
た
が
、
同
九
年
に
は
同
所
に
山
形
県
支
庁

や
、
明
倫
学
校
、
女
子
教
育
場
な
ど
が
置
か
れ
る

15

な
ど
、
様
々
な
施
設
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
廃
藩
と
な
っ
た
あ
と
も
教
育
機
関
と
し
て
存
続

し
た
旧
藩
校
も
い
く
つ
か
存
在
し
た
。
こ
こ
で
は
旧
一
関
藩
、
旧
米
沢
藩
、
旧

弘
前
藩
の
旧
藩
校
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
一
関
藩
に
お
け
る
明
治
初
年
の
教
育
方
針
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

同
藩
に
は
、
天
明
三
年（
一
七
八
三
）に
藩
校
と
な
る
学
館（
後
に
教
成
館
）が

置
か
れ
る
。
こ
ち
ら
の
詳
細
な
分
析
は
鈴
木
五
助
氏

16

が
行
っ
て
お
り
、
そ
ち
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ら
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
て
ま
と
め
て
い
く
。

　

一
関
藩
は
、
戊
辰
戦
争
の
影
響
に
よ
り
慶
応
四
年（
一
八
六
八
）か
ら
藩
校

教
成
館
を
休
館
と
し
て
い
た
が
、
版
籍
奉
還
後
の
明
治
二
年
十
二
月
、
藩
政
改

革
に
よ
り
教
成
館
を
教
成
寮
と
改
称
し
運
営
を
再
開
し
た
。
こ
の
時
、
維
新
以

前
に
兵
事
訓
練
の
た
め
設
置
さ
れ
た
武
館
に
つ
い
て
、「
剱
槍
等
ノ
技
術
ハ
一

個
人
ノ
私
ニ
属
シ
兵
事
ハ
藩
屏
ノ
任
ト
ナ
リ
銃
隊
ヲ
組
織
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
文
武

合
併
ノ
大
体
ハ
自
然
分
離
シ
武
館
ハ
無
用
ニ
属
セ
リ
」

17

と
し
て
お
り
、
藩
を

守
る
た
め
に
兵
事
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
そ
の
必
要
も
な
く
な
っ
て
い
く
た
め

文
武
一
体
と
し
て
行
っ
て
き
た
教
育
は
分
離
し
、
武
館
は
無
用
と
な
る
。
と
し

て
い
て
、
時
代
に
即
し
た
体
制
へ
と
変
化
し
て
運
営
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
後
、
廃
藩
置
県
を
迎
え
一
関
藩
が
廃
藩
と
な
り
一
関
県
と
な
る
と
、
教

成
館
も
廃
校
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
の
教
成
館
は
、
教
育
機
関
と
し

て
運
営
が
つ
づ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る

18

。

　

こ
れ
に
つ
い
て
一
関
県
に
置
か
れ
た
一
関
学
校
は
、
明
治
五
年
六
月
に
水
沢

県
参
事
増
田
繁
幸
が
出
し
た
諭
告
七
ヶ
条
の
第
三
条
に
て
郷
学
に
つ
い
て
言
及

し
て
お
り
、
義
聚
学
校
設
立
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
義
聚
学
校
設
立
は
、
同

年
正
月
二
十
日
に
水
沢
県
か
ら
文
部
省
宛
に
出
さ
れ
た
伺
書
で
、
元
県
に
設
置

す
る
学
校
の
入
費
及
び
教
師
生
徒
の
報
告
を
す
る
よ
う
に
達
し
が
あ
り
、
元
一

関
県
に
置
か
れ
た
学
校（
閉
校
）を
引
き
継
い
だ
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
県
立

と
し
て
開
校
し
て
も
良
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
学
校

規
則
一
般
布
行
と
な
る
ま
で
従
前
の
通
り
と
心
得
て
開
校
し
て
よ
い
と
い
う
許

可
が
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
が
一
関
学
校
で
あ
り
、
そ
の
後
義
聚
学
校
と
名
称
が
変

わ
り
学
制
が
布
告
さ
れ
る
ま
で
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
米
沢
藩
の
教
育
政
策
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
藩
に
は
明
和
・
安
永
期
の

藩
政
改
革
で
、
安
永
五
年（
一
七
七
六
）に
創
設
さ
れ
た
藩
校
興
譲
館
が
あ
っ

た
。
戊
辰
戦
争
時
に
は
、
兵
革
に
従
事
す
る
た
め
、
興
譲
館
を
屯
所
と
し
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
明
治
二
年
正
月
に
学
校
を
補
理
再
興
し
藩
校
運
営
を

再
開
し
た
。
東
北
の
諸
藩
の
な
か
で
は
比
較
的
早
い
段
階
で
の
再
開
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
そ
の
後
、
同
三
年
十
一
月
に
は
、
読
書
・
習
字
・
算
学
の
教
員
任

命
し
、
七
、
八
歳
以
上
の
教
育
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
同
四
年
に
は
、
他

藩
と
同
様
に
洋
学
の
重
要
性
か
ら
外
国
語
学
校
を
設
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
七
月
に
は
廃
藩
置
県
に
よ
り
廃
藩
と
な
り
米
沢
県
と
な
る
と
、
そ

れ
に
伴
っ
て
興
譲
館
も
事
実
上
の
廃
校
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
年
九
月
に
学

校
の
体
裁
を
改
革
し
て
四
民
一
途
人
材
教
育
の
制
度
を
設
け
、
皇
学
・
洋
学
・

医
学
・
筆
学
・
数
学
な
ど
学
ば
せ
て
い
る
。
そ
の
後
、
小
松
村
・
小
国
町
・
宮

内
村
・
宮
村
・
荒
砥
村
に
郷
校
を
設
置
し
て
、
県
内
の
教
育
制
度
を
推
進
し
て

い
っ
た
。
同
年
十
一
月
に
米
沢
県
を
廃
止
し
て
置
賜
県
が
置
か
れ
る
と
、
同
五

年
県
参
事
に
就
任
し
た
本
田
親
雄
に
よ
り
洋
学
規
則
の
改
定
、
皇
学
ほ
か
五
科

目
の
教
員
お
よ
び
皇
学
洋
学
の
勤
学
生
を
廃
止
し
て
、
八
月
に
「
学
制
」
が
布

告
さ
れ
る
と
、
十
月
に
文
部
省
か
ら
出
さ
れ
た
布
達
で
あ
る
「
旧
藩
県
以
来
引

続
キ
外
国
教
師
雇
入
医
学
語
学
等
中
学
」

19

の
廃
止
に
よ
り
、
外
国
語
学
校
は

廃
校
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、
弘
前
藩

20

の
動
向
を
確
認
す
る
。
同
藩
は
寛
政
八
年（
一
七
九

六
）に
稽
古
館
と
い
う
教
育
機
関
を
設
け
た
。
近
世
後
期
に
な
る
と
蘭
学
お
よ

び
洋
学
が
学
ば
れ
各
地
か
ら
学
者
を
招
聘
し
、
軍
事
的
な
必
要
性
か
ら
藩
校
内

に
蘭
学
堂
が
設
け
ら
れ
藩
士
の
子
弟
ほ
か
、
町
医
者
の
子
弟
に
も
門
戸
が
開
か



10

−251−

明治維新期における藩校運営の移行過程に関する一考察

れ
運
営
さ
れ
て
い
た
。
維
新
以
降
は
、
明
治
三
年
二
月
弘
前
薬
王
院
に
寄
宿
寮

を
置
い
て
和
漢
洋
砲
学
な
ど
を
学
ば
せ
る
「
弘
前
藩
学
校
」
と
名
称
を
改
め
た
。

明
治
四
年
四
月
に
は
、
藩
主
承
昭
に
よ
る
学
事
拡
張
が
実
施
さ
れ
、
承
昭
は

「
文
明
開
化
ノ
時
ニ
際
シ
益
学
事
ヲ
啓
発
セ
ン
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、
他
藩

か
ら
英
学
教
師
を
招
聘
し
熱
心
な
教
育
政
策
が
見
て
と
れ
る

21

。
そ
し
て
、
漢

英
学
寮
敬
応
書
院
が
弘
前
の
最
勝
院
に
設
置
さ
れ
、
青
森
の
蓮
心
寺
に
青
森
英

学
校
と
そ
れ
ぞ
れ
運
営
さ
れ
た
が
、
廃
藩
置
県
を
迎
え
敬
応
書
院
が
廃
校
と
な

る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
教
育
機
関
は
継
続
し
て
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
章
で
説
明
し
て
い
き
た
い
。

　

以
上
三
校
は
、
廃
藩
置
県
後
に
至
る
ま
で
、
教
育
政
策
に
比
較
的
熱
心
で
あ

る
各
知
藩
事
、
知
県
事
の
も
と
で
教
育
方
針
を
整
え
、
維
新
後
の
時
勢
に
合
わ

せ
る
よ
う
に
拡
充
し
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ

の
た
め
、
廃
藩
後
も
廃
校
に
な
る
こ
と
な
く
各
県
へ
移
管
さ
れ
て
運
営
が
な
さ

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
四
年
十
一
月
二
十
五
日
に
だ
さ

れ
た
布
告
で
「
府
県
学
校
之
義
自
今
総
テ
文
部
省
管
轄
ニ
被
仰
付
候
條
」

22

と

し
て
、
府
県
学
校
は
文
部
省
管
轄
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
府
県
の
管
轄

で
は
な
く
政
府
の
管
轄
下
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
教
育
機
関
と
し

て
の
性
質
も
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
一
関
学
校
の
存
続
に
関
す
る
伺
い
の
な
か
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
廃
藩
置
県
以
降
の
教
育
制
度
に
つ
い
て
は
、
新
制
度（
学
制
）が
布

達
さ
れ
る
ま
で
の
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
　
（
3
）　

学
制
発
布
と
そ
れ
に
伴
う
対
応

　

廃
藩
置
県
後
、
多
く
の
藩
校
が
廃
校
に
な
っ
た
が
、
県
立
の
学
校
と
し
て
引

き
続
き
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
も
存
在
し
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の

後
、
明
治
五
年
八
月
三
日
に
全
国
へ
「
学
制
」
が
達
せ
ら
れ
、
教
育
制
度
が
一

新
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
学
制
は
百
九
章（
条
）か
ら
な
り
、「
大
中
小
学
区
ノ

事
」「
学
校
ノ
事
」「
教
員
ノ
事
」「
生
徒
及
試
業
ノ
事
」「
海
外
留
学
生
規
則
ノ

事
」「
学
費
ノ
事
」
の
六
項
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
出
さ
れ
た
の
が
、「
旧
藩
県
立
学
校
廃
止
」

23

の
達
し
で
あ
る
。

府
県
ニ
設
ル
学
校
ヲ
廃
ス
附
大
学
本
部
ニ
中
学
ヲ
設
ク

文
部
省
布
達

今
般
被　

仰
付
出
候
旨
モ
有
之
教
育
ノ
儀
ハ
自
今
尚
又
厚
ク
御
手
入
可

有
之
候
所
従
来
府
県
ニ
於
テ
取
設
候
学
校
一
途
ナ
ラ
ス
加
之
其
内
不
都

合
ノ
儀
モ
不
少
依
テ
一
旦
悉
令
廃
止
今
般
定
メ
ラ
レ
タ
ル
学
則
ニ
随
ヒ

其
趣
意
ヲ
汲
ミ
学
校
設
立
可
致
候
事

但
外
国
教
師
雇
入
有
之
場
所
ハ
当
省
ヨ
リ
出
張
地
方
官
協
議
ノ
上
可

及
処
分
候
條
夫
迄
ノ
処
生
徒
教
授
向
等
不
都
合
無
之
候
様
可
取
計
尤

当
省
出
張
ヲ
不
待
学
則
ノ
目
的
ヲ
以
テ
成
丈
ヶ
相
運
候
様
ノ
事

　
「
学
制
」
発
布
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
府
県
に
設
け
ら
れ
て
い
た
教
育
機
関

は
、
一
定
の
規
則
が
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
今
後
不
都
合
な
こ
と

が
少
な
か
ら
ず
あ
る
た
め
、
全
て
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

外
国
教
師
を
雇
用
し
て
い
る
府
県
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
の
役
人
と
協
議
し
て

処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
は
、
生
徒
教
授
向
等
は
不
都
合
が

な
い
よ
う
に
取
は
か
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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そ
の
後
同
年
九
月
二
十
九
日
に
、
文
部
省
が
外
国
教
師
を
雇
用
し
て
い
る
府

県
の
現
状
に
つ
い
て
伺
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
伺
い
の
な
か
に
は
、
外
国
教

師
を
雇
用
し
て
い
る
府
県
に
つ
い
て
は
、
旧
藩
県
が
雇
用
し
多
額
の
費
用
を
費

や
し
て
お
り
、
多
く
の
教
員
を
雇
用
し
科
目
も
「
不
軌
不
同
」
で
あ
っ
て
、
生

徒
の
成
業
に
伴
っ
て
お
ら
ず
、
今
回
「
学
制
」
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
「
万
般

一
範
ニ
帰
シ
学
校
ノ
規
模
教
科
ノ
順
序
等
」
や
諸
入
費
支
給
に
つ
い
て
も
全
国

均
一
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
府
県
で
運
営
さ
れ
て
い
た
「
諸
学

校
其
侭
差
置
候
テ
ハ
特
り
学
科
ノ
不
規
則
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
費
用
上
ニ
於
テ
モ
偏
重

ノ
弊
」
で
あ
り
「
教
育
広
普
ノ
御
趣
意
不
相
貫
」
と
し
て
い
て
、
廃
止
す
る
の

が
よ
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
雇
わ
れ
て
い
た
外
国
教
師
に
つ
い
て
は
条

件
に
よ
っ
て
そ
の
進
退
を
決
め
る
の
が
よ
い
と
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
そ
の
続
き
と
し
て
「
前
書（
府
県
立
学
校
―
執
筆
者
）学
校
ノ
内
地

方
人
民
私
財
ヲ
以
保
護
ノ
道
相
立
候
分
ハ
其
教
則
等
検
査
ヲ
加
へ
其
侭
差
置
可

申
奉
存
候
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
私
財
に
よ
っ

て
経
営
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
教
則
の
検
査
を
行
っ
て
運
営
し
て
も
よ
い
と
す

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
十
月
十
日
に
文
部
省
か
ら

達
せ
ら
れ
た
布
達
に
も
同
内
容
の
記
載
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
を

満
た
し
た
「
学
制
」
頒
布
前
に
創
設
さ
れ
た
府
県
学
校
に
つ
い
て
は
存
続
さ
れ
、

そ
れ
以
外
は
、
旧
藩
県
以
来
継
続
し
て
外
国
人
教
師
を
雇
い
入
れ
、
医
学
や
語

学
な
ど
で
学
ば
せ
て
い
た
場
合
、
全
て
廃
止
し
、
新
設
さ
れ
る
中
学
校
で
雇
入

れ
が
出
来
る
よ
う
に
達
せ
ら
れ
た
。

　

そ
の
た
め
、
前
提
と
し
て
は
庶
民
男
女
関
係
な
く
平
等
の
教
育
を
受
け
さ
せ

る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
府
県
で
経
営
さ
れ
て
い
た
学
校
に
つ
い
て
は
一
旦
廃
止

と
な
っ
た
が
、
外
国
教
師
を
独
自
に
雇
用
し
て
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
府
県
の

学
校
に
つ
い
て
は
、
私
財
に
て
雇
用
継
続
を
願
い
出
た
場
合
教
則
な
ど
の
検
査

を
行
え
ば
、
そ
の
ま
ま
と
す
る
と
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
私
立
学
校
と
し
て
存

続
す
る
、
学
校
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
旧
米
沢
県
の
外
国
語
学
校
は
廃
校
と
な
り
、
青
森
県
が
経
営
し

て
い
た
弘
前
漢
英
学
校
な
ど
は
廃
校
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
旧

弘
前
藩
主
で
あ
る
津
軽
承
昭
は
、
旧
藩
校
を
私
塾
と
し
て
存
続
さ
せ
て
い
く
こ

と
を
提
言
し
、
明
治
五
年
に
東
奥
義
塾
が
創
設
さ
れ
、
か
つ
て
藩
立
で
あ
っ
た

旧
藩
校
が
私
塾
と
し
て
存
続
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、「
学
制
」
に
も
と
づ
き
全
国
に
は
小
学
校
が
設
立
さ
れ
た
が
、
準
備

の
一
つ
と
し
て
、
校
舎
の
確
保
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
多
和

田
真
理
子
氏
は
、
小
学
校
設
立
に
と
も
な
っ
た
校
舎
の
確
保
に
つ
い
て
筑
摩
県

の
事
例
を
も
と
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
筑
摩
県
で
は
新
築
が
三
割
で
、
そ
の

ほ
か
旧
民
家
や
廃
寺
、
旧
舞
台
な
ど
を
校
舎
に
転
用
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
24

。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
教
育
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
藩
校
が

小
学
校
と
し
て
使
用
さ
れ
る
例
に
つ
い
て
調
査
を
す
す
め
て
い
く
と
、
棚
倉
藩

の
藩
校
を
校
舎
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

棚
倉
藩

25

に
は
松
平
家
が
治
め
て
い
た
時
代（
天
保
七
年
―
慶
応
元
年
）
に

青
藍
塾（
文
）、
程
校
場（
武
）の
二
校
が
設
け
ら
れ
藩
士
や
そ
の
子
弟
た
ち
の

教
育
機
関
と
し
て
発
展
す
る
。
そ
の
後
、
十
三
代
康
英
が
川
越
へ
転
封
さ
れ
た

際
に
、
藩
校
も
移
さ
れ
た
。

　

松
平
家
の
後
、
慶
応
三
年
に
は
同
じ
く
白
河
藩
か
ら
転
封
と
な
っ
た
阿
部
家

が
棚
倉
藩
へ
入
っ
た
の
だ
が
、
翌
年
に
は
戊
辰
戦
争
と
な
り
、
新
た
な
教
育
機
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関
を
設
け
て
い
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
二
年
六
月
十
九
日
版
籍

奉
還
で
棚
倉
藩
知
藩
事
と
な
っ
た
正
功
は
、
八
月
二
十
九
日
に
藩
校
の
仮
施
設

と
な
る
修
学
所
を
北
一
御
門
内
馬
見
所
へ
設
置
し
、
九
月
二
日
に
白
河
藩
主
在

任
時
代
に
設
立
し
た
藩
校
修
道
館
を
棚
倉
へ
設
け
た
。
翌
年
に
は
分
校
と
し
て
、

川
上
村
、
塙
村（
以
上
二
村
、
現
塙
町
）、
寺
山
村（
現
棚
倉
町
）、
菊
多
郡
窪

田
町
、
上
遠
野
町（
以
上
二
町
、
現
い
わ
き
市
）に
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
教
科
用
書
、
諸
規
則
は
白
河
藩
校
時
代
と
同
様
と
さ
れ
、
廃
藩
置
県
を
迎

え
る
明
治
四
年
ま
で
藩
士
や
平
民
の
子
弟
た
ち
が
学
ん
だ
。

　

明
治
四
年
七
月
十
四
日
の
廃
藩
置
県
で
棚
倉
藩
が
棚
倉
県
と
な
る
と
、
修
道

館
も
廃
館
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
五
年
に
学
制
が
頒
布
さ
れ
る
と
、
修
道

館
で
座
学
を
担
当
し
て
い
た
田
村
素
軒
が
初
代
校
長
と
な
り
、
藩
校
講
堂
跡
を

校
舎
と
し
て
修
道
小
学
校（
明
治
五
年
十
二
月
―
六
年
十
月
ま
で
）を
立
て
た
。

そ
し
て
、
明
治
六
年
十
月
に
棚
倉
小
学
校
と
改
称
し
、
明
治
七
年
七
月
十
日
に

男
子
校
で
あ
っ
た
棚
倉
小
学
校
の
移
転
に
伴
っ
て
、
同
所
に
は
棚
倉
女
子
小
学

校
が
置
か
れ
、
明
治
十
年
に
棚
倉
小
学
校
と
合
併
す
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
棚
倉
藩
で
は
版
籍
奉
還
以
降
に
校
舎
を
設
け
、

藩
士
や
庶
民
子
弟
の
教
育
を
行
っ
て
い
た
が
、
廃
藩
置
県
で
藩
校
が
廃
館
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
多
く
の
藩
と
同
様
と
い
え
る
が
、
学
制
の
頒
布
に
よ
り
小
学

校
の
設
置
が
急
務
と
な
っ
た
た
め
、
校
舎
の
確
保
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
し
か
し
、
棚
倉
の
場
合
は
、
藩
校
の
校
舎
自
体
が
明
治
以
降
に
設
け
ら
れ

た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
ま
ま
転
用
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た

ケ
ー
ス
が
、
他
の
藩
校（
特
に
明
治
以
降
に
設
置
さ
れ
た
藩
校
）に
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
こ
ち
ら
の
調
査
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

明
治
維
新
に
よ
り
、
様
々
な
制
度
や
体
制
、
組
織
が
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ

れ
は
、
中
央
政
府
だ
け
で
は
な
く
、
全
国
に
置
か
れ
た
諸
藩
も
同
様
で
あ
る
。

新
た
な
地
方
制
度
に
よ
っ
て
、
幕
藩
体
制
は
解
体
さ
れ
、
藩
が
府
や
県
へ
変
化

し
て
い
く
過
程
で
、
教
育
制
度
も
大
き
く
一
新
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
東
北
地
方
の
諸
藩
は
、
戊
辰
戦
争
後
の
戦
後
処
理
や
復
旧
が
急
が

れ
、
政
府
と
し
て
は
教
育
制
度
の
整
備
を
検
討
し
て
い
た
の
だ
が
、
思
う
よ
う

に
い
か
ず
藩
県
に
そ
れ
は
一
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
そ
れ
ま
で
藩
が
運
営
し
て
い
た
藩
校
を
基
本
と
し
て
、
当
該
期

の
時
勢
か
ら
学
ば
れ
る
科
目
も
洋
学
や
皇
学
な
ど
を
採
用
す
る
藩
が
増
加
し
、

こ
れ
は
、
版
籍
奉
還
が
許
可
さ
れ
た
後
の
明
治
二
年
十
二
月
前
後
に
改
革
を

行
っ
た
藩
が
多
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
廃
藩
置
県
を
迎
え
藩

が
県
へ
と
変
わ
っ
た
と
し
て
も
県
は
旧
藩
の
藩
校
を
受
け
継
ぎ
運
営
す
る
県
も

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
文
部
省
が
設
け
ら
れ
る
と
府
県
立
の
教
育
機
関
は
府
県
で
は
な
く
、

文
部
省
管
轄
と
な
り
、
翌
年
の
「
学
制
」
発
布
に
よ
っ
て
、
府
県
立
学
校
の
廃

止
が
達
せ
ら
れ
、
近
世
以
来
続
い
た
旧
藩
校
が
す
べ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
近
代
教
育
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
旧
弘
前
藩

の
藩
校
を
基
盤
と
し
て
、
青
森
県
が
経
営
し
て
い
た
弘
前
漢
英
学
校
に
つ
い
て

は
東
奥
義
塾
と
し
て
名
称
を
変
更
し
私
塾
と
し
て
存
続
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
明
治
五
年
前
後
に
お
け
る
東
北
地
方
の
藩
校
を
中
心
に
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分
析
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
教
育
機
関
で
あ
る
郷
校
や
家
塾
が
新
制

度
で
の
変
革
の
有
無
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
が
疑
問
に
残
る
。

　

調
査
を
し
て
い
く
な
か
で
も
維
新
を
迎
え
士
族
だ
け
で
な
く
、
庶
民
教
育
に

も
重
点
を
お
き
、
相
馬
藩
や
一
関
藩
な
ど
で
は
、
郷
学
を
創
設
し
て
士
族
、
庶

民
の
隔
て
な
く
門
戸
を
開
き
教
育
を
行
っ
て
い
る
藩
も
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
東
北
以
外
の
地
域
に
お
け
る
、
教
育
機
関
の
変
容
な
ど
も
調
査
し
、

比
較
検
討
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
期
の
東
北
は
戊

辰
戦
争
に
よ
り
荒
廃
し
て
い
た
た
め
、
新
政
府
も
こ
の
地
域
の
復
旧
に
注
力
し

て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
の
場
合
、
全
国
諸
藩
と
比
較
す
る
と
特
殊
で
あ
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
明
治
二
年
に
出
さ
れ
た
府
県
に
お
け
る

小
学
校
設
置
が
達
せ
ら
れ
た
際
に
東
北
で
は
一
ヶ
所
も
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
郷
学
の
設
置
も
諸
藩
に
委
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
別
の
地
域
の
府
県
や
藩
も
調
査
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

以
上
の
調
査
検
討
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

2　

地
方
制
度
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
千
田
稔
氏
・
松
尾
正
人
氏
『
明
治
維
新

研
究
序
説
─
維
新
政
権
の
直
轄
地
─
』（
開
明
書
院
、
一
九
七
七
年
）
を
画
期
と

し
、
松
尾
正
人
氏
の
『
廃
藩
置
県
』
中
公
公
論
社
一
九
八
六
年
、
同
『
廃
藩
置
県

の
研
究
』
ほ
か
、
府
県
制
に
つ
い
て
は
奥
田
晴
樹
氏
「
府
県
の
創
設
」（
明
治
維

新
史
学
会
編
『
講
座
明
治
維
新
3　

維
新
政
権
の
創
設
』
有
志
舎
、
二
〇
一
一
年
）

な
ど
が
あ
る
。

3　

慶
応
四
年
三
月
十
二
日
学
習
院
開
講
「
太
政
類
典
草
稿
・
第
一
編
・
慶
応

三
年
～
明
治
四
年
・
第
百
二
十
五
巻
・
学
制
・
学
制
第
一
」、
請
求
番
号
：
太

0
0
0
1
9
1
0
0
、
慶
応
四
年
三
月
十
九
日
学
習
院
ヲ
開
ク
「
太
政
類
典
・
第

一
編
・
慶
応
三
年
～
明
治
四
年
・
第
十
九
巻
・
官
制
・
文
官
職
制
五
」請
求
番
号
：

太
0
0
0
2
3
1
0
0
、
と
も
に
国
立
公
文
書
館
所
蔵

4　

明
治
元
年
六
月
十
三
日
医
学
所
開
成
所
ヲ
収
ム
「
太
政
類
典
・
第
一
編
・
慶

応
三
年
～
明
治
四
年
・
第
十
九
巻
・
官
制
・
文
官
職
制
五
」
請
求
番
号
：
太

0
0
0
1
9
1
0
0
、明
治
元
年
六
月
二
十
九
日
鎮
台
府
昌
平
学
校
ヲ
興
復
ス
「
太

政
類
典
・
第
一
編
・
慶
応
三
年
～
明
治
四
年
・
第
百
十
六
巻
・
学
制
・
教
員
及
属

員
」
請
求
番
号
：
太
0
0
1
1
6
1
0
0
、
国
立
公
文
書
館
蔵

5　

明
治
元
年
九
月
十
六
日
皇
学
所
及
漢
学
所
ヲ
設
ク「
太
政
類
典
草
稿
・
第
一
編
・

慶
応
三
年
～
明
治
四
年
・
第
二
十
一
巻
・
官
制
・
文
官
職
制
七
」
請
求
番
号
：
太

草
0
0
0
2
1
1
0
0
、
国
立
公
文
書
館
蔵

6　

明
治
二
年
二
月
五
日
府
県
施
政
順
序
ヲ
定
ム
「
太
政
類
典
・
第
一
編
・
慶
応

三
年
～
明
治
四
年
・
第
六
十
九
巻
・
地
方
・
地
方
官
職
制
三
」
請
求
番
号
：
太

0
0
0
6
9
1
0
0
、
国
立
公
文
書
館
蔵

7　

明
治
二
年
三
月
二
十
三
日
諸
府
県
ニ
小
学
校
ヲ
設
ケ
教
育
ノ
道
ヲ
施
行
セ
シ
ム

「
太
政
類
典
・
第
一
編
・
慶
応
三
年
～
明
治
四
年
・
第
百
十
七
巻
・
学
制
・
学
制

二
」
請
求
番
号
：
太
0
0
1
1
7
1
0
0
、
国
立
公
文
書
館
蔵

8　

相
馬
藩
が
明
治
三
年
に
開
設
し
た
郷
校
は
、
広
業
館（
宇
多
郷
）、
彰
義
校（
北

郷
）、
経
善
館（
中
郷
）、
明
彝
館（
小
高
郷
）、
明
倫
館（
北
標
葉
郷
）、
興
徳
館（
南

標
葉
郷
）、
飯
樋
館（
山
中
郷
）の
七
か
所
で
あ
る
。
福
島
県
教
育
セ
ン
タ
ー
『
福

島
県
教
育
史
』
第
一
巻
、
一
四
三
頁
。

注1　

近
世
期
に
お
け
る
藩
校
研
究
と
し
て
は
、
笠
井
助
治
氏
が
『
近
世
藩
校
の
総
合

的
研
究
』
を
は
じ
め
全
国
を
網
羅
し
つ
つ
詳
細
な
調
査
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
近
年
で
は
、
諸
藩
の
個
別
研
究
や
自
治
体
史
に
お
い
て
、
藩
校
及
び
藩
学
の

成
立
や
教
育
内
容
、
組
織
な
ど
を
藩
政
改
革
と
の
関
連
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

り
、
合
わ
せ
て
諸
藩
教
育
や
思
想
形
成
な
ど
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
影

響
な
ど
が
分
析
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
成
果

に
依
拠
し
ま
と
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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9　
『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
。

10　

会
津
藩
校
で
あ
る
日
新
館
ほ
か
、
表
2
で
幕
末
に
機
能
し
て
い
た
藩
校
の
ほ
と

ん
ど
が
軍
事
兵
事
訓
練
の
教
育
の
場
と
さ
れ
て
い
た
。

11　

前
掲
注
6
。

12　

詳
細
に
つ
い
て
は
、『
日
本
教
育
史
資
料
集
』
1　

文
部
省
、
大
石
学
編
『
近
世

藩
制
・
藩
校
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、『
福
島
県
史
』
第
三
巻
、
第
四
巻
。『
国
史

大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館

13　

詳
細
に
つ
い
て
は
、『
日
本
教
育
史
資
料
集
』
1　

文
部
省
、
大
石
学
編
『
近
世

藩
制
・
藩
校
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、『
青
森
県
史
』
通
史
編
2
、
二
〇
一
八
年
、

第
九
章
第
四
節
及
び
第
十
章
第
四
節
、『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
。

14　

詳
細
に
つ
い
て
は
、『
日
本
教
育
史
資
料
集
』
1　

文
部
省
、
大
石
学
編
『
近
世

藩
制
・
藩
校
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
。

15　

社
団
法
人
荘
内
文
化
財
保
存
会
『
史
跡
庄
内
藩
校
致
道
館
』
一
九
七
一
年
。

16　

鈴
木
五
助
「
藩
校
・
教
成
館
と
一
関
の
教
育
」『
修
紅
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
八

号
、
二
〇
〇
七
年
。

17　

前
掲
注
16
「
一
関
沿
史
談　

教
成
館
」。

18　

前
掲
注
16
。

19　

明
治
五
年
十
月
十
日
文
部
省
第
三
十
五
号
布
達
「
府
県
并
旧
藩
県
外
国
教
師
雇

入
等
ノ
学
校
ヲ
廃
シ
更
ニ
学
制
ニ
従
ヒ
設
立
セ
シ
ム
附
八
大
学
区
本
部
ニ
中
学
ヲ

設
ク
・
附
官
員
出
張
并
府
県
学
事
ニ
用
ル
定
額
廃
止
及
ヒ
教
師
吏
員
費
用
製
限
」

「
太
政
類
典
・
第
二
編
・
明
治
四
年
～
明
治
十
年
・
第
二
百
四
十
五
巻
・
学
制
三
・

学
校
」
請
求
番
号
：
太
0
0
4
6
8
1
0
0
、
国
立
公
文
書
館
蔵

20　

詳
細
に
つ
い
て
は
、『
日
本
教
育
史
資
料
集
』
1　

文
部
省
、
大
石
学
編
『
近
世

藩
制
・
藩
校
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、『
青
森
県
史
』
通
史
編
2
、
二
〇
一
八
年
、

第
九
章
第
四
節
及
び
第
十
章
第
四
節
、『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
。

21　
『
日
本
教
育
史
資
料
集
』
1　

文
部
省
、
弘
前
藩
の
項
目
。

22　

明
治
四
年
十
一
月
十
三
日
府
県
学
校
総
テ
文
部
省
管
轄「
太
政
類
典
・
第
二
編
・

明
治
四
年
～
明
治
十
年
・
第
二
百
四
十
五
巻
・
学
制
三
・
学
校
」
請
求
番
号
：
太

0
0
4
6
8
1
0
0
、
国
立
公
文
書
館
蔵

23　

明
治
五
年
八
月
三
日
文
部
省
第
十
三
号
布
達
「
府
県
并
旧
藩
県
外
国
教
師
雇
入

等
ノ
学
校
ヲ
廃
シ
更
ニ
学
制
ニ
従
ヒ
設
立
セ
シ
ム
附
八
大
学
区
本
部
ニ
中
学
ヲ
設

ク
・
附
官
員
出
張
并
府
県
学
事
ニ
用
ル
定
額
廃
止
及
ヒ
教
師
吏
員
費
用
製
限
」「
太

政
類
典
・
第
二
編
・
明
治
四
年
～
明
治
十
年
・
第
二
百
四
十
五
巻
・
学
制
三
・
学

校
」
請
求
番
号
：
太
0
0
4
6
8
1
0
0
、
国
立
公
文
書
館
蔵

24　

多
和
田
真
理
子
「「
学
制
」
に
も
と
づ
く
小
学
校
設
置
に
お
け
る
校
舎
の
確
保
─

筑
摩
県
の
事
例
よ
り
」『
相
模
女
子
大
学
紀
要
』（
社
会
系
）、Vol.　
77
C
、二
〇
一
三
年
。

25　

詳
細
に
つ
い
て
は
、『
日
本
教
育
史
資
料
集
』
1　

文
部
省
、
大
石
学
編
『
近
世

藩
制
・
藩
校
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
。
棚
倉
藩
の

藩
校
の
整
理
は
主
に
『
福
島
県
教
育
史
』
第
一
巻
、
資
料
編
第
七
集（
主
に
佐
藤

三
男
「
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
棚
倉
藩
・
他
」）を
参
照
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
九
～
二
〇
二
一
年
度　

科
学
研
究
費
助
成
事
業
「
教
育

政
策
に
お
け
る
政
策
終
了
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
実
証
研
究
」（
基
盤
研
究（
c
））、
課
題

番
号
1
9
K
0
2
7
9
0
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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